
様式第４号（第５条関係） 

 年  月  日 

（宛先）橿 原 市 長 
 

  橿原市エコライフハウス設備設置に係る景観等手続確認報告書 

設置場所 
〒   －     

 橿原市 

申請者 

氏 名  

住 所 

 

      電話番号     -    - 

設置するエコライフハウス設備 
（当てはまる設備を○で囲んでください。） 

太陽光発電システム ・  定置用リチウムイオン蓄電池  

  
上記のエコライフハウス設備設置計画について、下記のとおり景観関連法令に基づく手続きの

確認を行いましたので報告します。 

 設置場所の景観規制 手続きの要、不要 

景
観
業
務
所
管
課 

○太陽光発電システム 

Ａ
区
域
（
協
議
が
必
要
な
区

域
） 

□ 風致地区     風致地区 

  第  種   ゾーン 
許可   □ 要   □ 不要 

□ 貝吹山景観保全地区 届出   □ 要   □ 不要 

□ 景観計画 周辺景観保全エリア 届出   □ 要   □ 不要 

□ 歴史的風土保存区域 届出   □ 要   □ 不要 

□ Ｂ区域（協議が必要な区域） 届出   □ 要   □ 不要 

□ Ａ区域及びＢ区域に該当しない区域 

（設置できる区域） 
届出   □ 要   □ 不要 

○定置用リチウムイオン蓄電池 

□ 風致地区     風致地区 

  第  種   ゾーン 
許可   □ 要   □ 不要 

□ 景観計画 周辺景観保全エリア 届出   □ 要   □ 不要 

□ 貝吹山景観保全地区 届出   □ 要   □ 不要 

□ 今井町伝統的建造物群保存地区 ⇒ 今井町並保存整備事務所で所定の手続きが必要です。 

□ 特別史跡・史跡 ⇒ 文化財業務所管課で所定の手続きが必要です。 
橿原市押印欄 

□ その他の地域 

※ 太枠内のみ記載ください。 

※ 景観業務所管課で上記の手続を行い、確認印を受けてください。 

※ 許可又は届出が必要なものについては、工事着手の各所定の日数前までに手続 

を完了してください。 

※ 橿原市エコライフハウス設備設置に係る景観手続等確認報告書等は交付申請時

に必要な書類になりますので大切に保管しておいてください。 

  景観計画 神宮・飛鳥沿道景観保全エリア  届出  □ 要  □ 不要 


